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マイナンバーカードの更新について 3

①マイナンバーカードには有効期限があります

1. カード本体の有効期限

2. 電子証明書の有効期限
ア.利用者証明用電子証明書：マイナポータルへのログインやマイナ保険証、コンビニ交付サービス

などの利用時に、ログインした人が本人であることを確認するもの。

イ.署名用電子証明書：e-Taxでの確定申告など、電子文書を作成・送信する際に、それらが本人によ

るものだと証明するもの。



マイナンバーカードの更新について 4

②マイナンバーカードには有効期限があります

マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の
誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期間は、発行の日
から5回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間に
ついては、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5
回目の誕生日としています。
署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方

については、住基カードにおける取扱いと同様に原則として
発行しません。

また、利用者証明用電子証明書を15歳未満の方に発行する
際は、法定代理人がパスワードを設定することになります。



マイナンバーカードの更新について 5

③マイナンバーカードには有効期限があります

令和７年度にマイナンバーカードは約1,200万件、電子証明書は約1,580万
件の更新が必要になると見込まれています。



電子証明書

マイナンバーカードの更新について 6

①更新しないと起こること

マイナンバーカード

1. 医療機関でマイナ保険証が使用できなくなります。

2. マイナポータルにログインすることができなくなります。

3. 証明書のコンビニ交付、e-Tａｘ等の電子申請などが利用できなくなります。

1. 本人確認書類としての利用ができなくなります。



マイナンバーカードの更新について 7

②更新しないと起こること

マイナ保険証として利用できなくなる

資格確認書の発行が必要となる

事業所・保険者の事務負担増につながる



マイナンバーカードの更新について 8

マイナ保険証は電子証明書の有効期限がきれても、すぐに
利用できなくなるわけではありません。

有効期限満了日が属する月の月末から3か月間は引き続き
マイナ保険証として利用できます。

この3か月間に更新をしないと保険証利用登録は解除され
ます。

有効期限が2月の場合 ⇒ ５月末まで利用できます

①マイナ保険証の利用ができなくなる日



マイナンバーカードの更新について 9

電子証明書の有効期限満了後、３か月はマイナ保険証と
して利用できますが、ただし、医療機関で確認できるの
は、保険資格に関する情報のみで、診療情報・薬剤情報
の確認はできません。

マイナ保険証で確認できる情報

〇 資格情報

× 診療情報・薬剤情報

②マイナ保険証の利用ができなくなる日



マイナンバーカードの更新について 10

①更新手続き

マイナンバーカードと電子証明書の更新手続は、有効期限
の3か月前から住所地（住民登録をしている）の市区町村
窓口にて行うことができます。また、マイナンバーカード
や電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の2か月か
ら3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構（J-
LIS）から、有効期限をお知らせする「有効期限通知書」
が同封された封筒がご自宅に送付されますので、忘れずに
お早めの更新手続をお願いします。



マイナンバーカードの更新について 11

②更新手続き
送付用封筒のイメージ

有効期限通知書は下記イメージの封筒で届きます。



マイナンバーカードの更新について 12

①よくある質問

Q1 なぜ、マイナンバーカードに10年、電子証明書に5年の有効期限が
あるのでしょうか。

A1

マイナンバーカードには容貌の変化に伴い顔写真を更新する必要があるこ
とや、偽変造防止措置等の技術の進歩に対し、安全性を維持する必要があ
る10年の更新期限が設定されています。
また、電子証明書は、コンピュータ性能の向上や暗証番号読解技術の進歩
などにより、暗号の安全性が低下するおそれがあるため、5年の有効期限
が設定されています。

Q2 マイナンバーカードを更新しないとどうなりますか。

A2

マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなるほか、マイナン
バーカードに搭載された電子証明書も使えなくなります。



マイナンバーカードの更新について 13

②よくある質問

Q3 電子証明書を更新しないとどうなりますか。

A3

電子証明書の有効期限が切れると、オンラインでの本人確認や健康保険証
としての利用（※有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き
続きマイナ保険証として使用することはできます。ただし、医療機関で確
認できるのは、保険資格に関する情報のみで、診療情報・薬剤情報の確認
はできません。）、電子申請などができなくなるほか、マイナポータルや
確定申告の電子申告などの行政サービス、金融機関でのオンライン口座開
設、ローン申請などの民間サービスといったマイナンバーカードを活用し
たさまざまなサービスが利用できなくなるため、更新をしていただく必要
があります



マイナンバーカードの更新について 14

③よくある質問

Q4 マイナ保険証を利用していますが、電子証明書の有効期限が切れてし
まいました。病院で受診をすることはできますか。

A4

電子証明書の有効期限が切れても、有効期限切れから3か月間（※有効期
限満了日が属する月の末日から3か月間）は医療機関等を受診できますの
で、その期間に更新をお願いします。ただし、お手元に有効な健康保険証
もなく、電子証明書の更新手続もされなかった場合には、申請不要で資格
確認書が発行されます。万が一更新できないままであっても、この資格確
認書で引き続き医療機関等を受診できますので、ご安心ください。

Q5 電子証明書の有効期限が切れたため、更新手続を行いました。再度、マイ
ナ保険証利用登録をする必要はありますか。

A5
有効期限の3か月後の末日までに更新した場合は、再度のマイナ保険証の利用
登録は必要ありません。
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子ども・子育て支援金制度について 15

①子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要（令和6年法律第47号）



子ども・子育て支援金制度について 16

②子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要（令和6年法律第47号）



子ども・子育て支援金制度について 17

①子ども・子育て支援金制度とは



子ども・子育て支援金制度について 18

②子ども・子育て支援金制度とは



子ども・子育て支援金制度について 19

③子ども・子育て支援金制度とは



子ども・子育て支援金制度について 20

④子ども・子育て支援金制度とは

30万円×0.23％＝690円／月

事業主負担 被保険者負担

345円：345円

※賞与が支払われた際には、賞与からも徴収されます

一人当たり負担額
※イメージ※

（標準報酬月額×支援金率＝毎月の負担額）

どのくらい負担するの？

⚫ 負担率(支援金率)は、令和８年度0.23％

からスタートし、10年度には0.4％程度に段階

的に上がることが想定されます。

⚫ ただし、国が令和10年度の支援納付金の最

大規模を決めているため、今後、健康保険料

や介護保険料のように右肩あがりに増え続け

ることはありません。

※ ( ) は 支 援 金 率

R 8年度…約 6 , 0 0 0億円 ( 0 . 2 3 ％ )

R  9年度…約 8 , 0 0 0億円

R 1 0年度…約１兆円 (約 0 . 4 ％ )

R 1 1年度以降は約 1 兆円の範囲内で推移

＜各年度の支援納付金の総額＞



子ども・子育て支援金制度について 21

⑤子ども・子育て支援金制度とは

納入告知書イメージ



子ども・子育て支援金制度について 22

① Q&A

健康保険組合連合会
子ども・子育て支援金に関するQ＆Aより抜粋



子ども・子育て支援金制度について 23

② Q&A

健康保険組合連合会
子ども・子育て支援金に関するQ＆Aより抜粋



子ども・子育て支援金制度について 24

③ Q&A

健康保険組合連合会
子ども・子育て支援金に関するQ＆Aより抜粋



子ども・子育て支援金制度について 25

④ Q&A

健康保険組合連合会
子ども・子育て支援金に関するQ＆Aより抜粋



子ども・子育て支援金制度について 26

⑤ Q&A

健康保険組合連合会
子ども・子育て支援金に関するQ＆Aより抜粋



子ども・子育て支援金制度について 27

⑥ Q&A

健康保険組合連合会
子ども・子育て支援金に関するQ＆Aより抜粋



子ども・子育て支援金制度について 28

⑦ Q&A

健康保険組合連合会
子ども・子育て支援金に関するQ＆Aより抜粋



被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて 29

被扶養者の認定における年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時

点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込み判定を

していますが、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が

分かる書類に記載のある賃金（※1）から見込まれる年間収入が130万円未満

（※2）であり、かつ、他の収入がみこまれず、

1. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収
入の2分の1未満であると認められる場合

2. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの
援助に依る収入額より少ない場合

には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱います。

（※1）労働基準法第11条に規定されている賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
（※2）認定対象者が60歳以上の者である場合または障害者である場合にあっては、180万円未

満（ただし、年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。）、
認定対象者（被保険者の配偶者を除く）が19歳以上23歳未満である場合にあっては150
万円未満となります。



被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて 30

【従来】
今後1年間の収入の見込み

過去の収入、現時点の収
入、または将来の収入見
込みなどにより判定

【令和8年4月～】
労働契約で定められた賃
金から見込まれる収入

「労働条件通知書等」に
より見込まれる賃金で判
定

【注意】

・給与収入以外の収入がある方（年金収入や事業収入のある方）
・労働契約内容が確認できる書類がない方

上記の方の給与収入については従来通り「過去の収入、現時点の収入ま
たは将来の収入見込み」などにより判定することとなります。

労働条件通知書等に規定されている「時給」「労働時間」「日数」「諸手当
の額」「賞与の額」等を用いて年間収入を算出します。
そのため、時間外労働に対する賃金は年間収入の見込み額には含まれません。



被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて 31

直近の給与証明書で収入確認をした場合に、臨時収入によって結果的に収入基準額を超えていたとき

には、「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明により、その収入が社会通念上妥当で

ある範囲に留まり、恒常的収入でないことが確認できる場合には被扶養者として認定します。

認定対象者の収入証明書類

はい
労働条件通知書等
※ 実際の年間収入との乖離を確認するため、給与証明書

等の提出を求める場合もあります。

給与収入のみである

い
い
え

従来通り直近の給与証明書等および
給与以外の収入証明（年金、事業収入
等）

従来通り直近の給与証明書等

「労働条件通知書等がない」または労働条件通知書
の内容では年間収入の算出ができない場合

給与収入以外に年金、事業収
入などがある場合



被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて 32

「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明



令和８年度保険料率について 33

令和７年度 令和８年度

一般保険料 94.000／1000 94.000／1000

内 訳
基 本 53.000／1000 55.000／1000

特 定 41.000／1000 39.000／1000

調整保険料 1.300／1000 1.300／1000

子ども・子育て支援金 — 2.300／1000

介護保険料 17.000／1000 16.000／1000

合 計 112.300／1000 113.600／1000

1. 保険料率

２. 変更月
令和８年３月分保険料から
※ 子ども・子育て支援金および任意継続被保険者は令和８年４月分保険料から

３. 平均標準報酬月額
３６０千円（任意継続被保険者の標準報酬月額の上限）


